ブラインド登録申請要領書 
1.目　的
この要領書は、「WindEyeソフト」へ窓の総合熱性能を公表するためにリビングアメニティ協会(以下、ＡＬＩＡと表現)へデータ登録申請を行う際の申請要領をまとめたものである。「WindEyeソフト」へのデータ登録申請者はこの要領に従って手続きを行うこととする。
提出する申請図書は全てＡ４判で作成する。
2.申請可能商品の種類
＜申請可能商品一覧表＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表－１
	種　類
	タイプ
	用　途
	備　考

	遮

蔽

物


	ブラインド
	横型
	室内／室外
	

	
	
	縦型
	室内
	今後受付予定

	
	
	出窓型
	室内
	今後受付予定

	
	
	ロール
	室内／室外
	今後受付予定

	
	
	プリーツ
	室内
	今後受付予定

	
	カーテン
	標準
	室内
	今後受付予定

	
	
	シェード
	室内
	今後受付予定

	
	その他
	障子
	室内
	今後受付予定

	
	
	網戸
	室内／室外
	今後受付予定


3．登録申請フロー
　登録申請フローを下図に示す。







4．登録申込先
登録申請の申込先は下記とする。
登録申込先 （社）リビングアメニティ協会　事務局　宛
住所： 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2　ステージビルディング 6階
ＴＥＬ：０３－５２１１－０５４０
ＦＡＸ：０３－５２１１－０５４６
　

※毎月の申込締切日は毎月10日〆とし、可否通知までに３ヶ月程度を要する。
5. 申請区分と作成書類一覧
申請区分は、新規申請・追加申請・変更申請・取消申請とし、申請区分における作成申請図書は、「表－２」のデータ登録申請図書一覧表を参照とする。
各々の申請図書の作成要領は、以下の手順に従って記入を行い、各申請図書の日付については申請締切日(毎月１０日〆)を記入のこと。
尚、各申請図書については、所定フォーマット（Ｗｏｒｄ及びＥｘｃｅｌ）が設定されていますので、必要な場合はＥメールにてＡＬＩＡ事務局に依頼とする。
＜データ登録申請図書一覧表＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表－２
	　　　　　　　　　　申請区分

作成申請図書
	新

規
	追加
	変更
	取消

	
	①
	②
	③
	④
	⑤
	⑥
	⑦
	⑧
	⑨
	⑩
	⑪
	⑫
	⑬
	⑭

	
	新規申請
	商品
	商品名のみ
	色・柄
	社名
	商品名
	仕様・定格
	色・柄名
	申請書類の訂正
	販売終了
	社名
	商品名
	色・柄名
	色・柄

	申請書・一覧表
	データ登録申請書

(新規/追加/変更/取消)
	様式1
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	－
	○
	○
	○

	
	申請商品一覧表

(新規・追加)
	様式3
	○
	○
	○
	○
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	変更申請一覧表

(変更・取消)
	様式4
	－
	－
	－
	－
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	－
	○
	○
	○

	一覧表・

成績書
	試験成績一覧表
	様式5
	○
	○
	△
	○
	△
	△
	△
	△
	●
	△
	－
	△
	△
	－

	
	性能試験成績書
	様式6
	○
	○
	△
	○
	△
	△
	△
	△
	●
	△
	－
	△
	△
	－

	申請書
	全ﾃﾞｰﾀ取消申請書
	様式2
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	○
	－
	－
	－

	その他
	会社概要又は案内

(非会員のみ)
	　－
	○
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	覚書（新規申請）
	様式7
	○
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	覚書（社名変更）
	様式8
	－
	－
	－
	－
	○
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	証明する書類
	　－
	－
	－
	－
	－
	○
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－


	費　用
	申　請　料
	　－
	要
	要
	要
	要
	要
	要
	要
	要
	要
	－
	－
	－
	－
	－


【書式一覧表の凡例】
○：申請区分毎の該当する内容を新規に作成し申請する。
△：新規作成申請図書と、該当する既申請図書（審査済印押印のもの）のコピーを添付し、変更点
を明確にして申請する。
―：不要及び対象外
●：必要に応じて提出


①「新規」とは、WindEyeに登録するための全てのデータ項目を追加する場合をいう。

　　　様式1、3、5～7を提出する。

また、試験試料のサンプルは試験成績書に貼付け又は添付する。

②「商品の追加」とは、新規商品を追加する場合や仕様・定格の違う場合を言う。
様式1、3、5～6を提出する。
③「商品名のみ追加」とは、既登録商品の商品名を追加する場合などを言う。
様式1、3を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⇒申請内容を審査し、追加記述した上で再度、審査結果通知書を発行する。
④「色・柄の追加」とは、試験体の色（スラット色、生地柄）として、既申請とは異なる色を追加する場合を言う。様式1、3、5～6を提出する。
⑤「社名変更」とは、既登録会社の社名を変更することを言う。

様式1、4、8、社名変更証明書を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。

各申請図書は、過去に申請された図書を最新情報に整理編纂したもので提出する。
複数社が合併し社名変更した場合においても、同様に各社のものを最新情報に整理統合して申請する。（過去の取消申請、変更申請などによる、旧図書の提出は不要）
⑥「商品名の変更」とは、既登録商品名の変更をする場合を言う。

様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⑦「仕様・定格の変更」とは、既登録試料の仕様・定格を変更する場合を言う。

様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⑧「色・柄名の変更」とは、既登録商品の色（スラット色、生地柄）名を変更する場合を言う。様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⑨「申請書類の訂正」とは、既申請図書の記載に間違いがあり訂正する場合を言い、訂正箇所を明確にした図書と、該当する既申請図書（審査済印押印のもの）のコピーを添付する。
⑩「販売終了」とは既存登録商品の商品、色（スラットの色、生地柄）の販売を終了する場合を言い、ＤＢからは削除しない。様式1,4を提出
⑪「社名の取消」とは、既登録商品の全てを取り消す場合を言う。様式2のみ提出する。
⑫「商品名の取消」とは、既登録商品名を取消す場合を言う。

様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⑬「色・柄名の取消」とは、既登録商品の色・柄名を取り消す場合を言う。

様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）、既試験成績書性能のコピーを添付する。
⑭「色・柄の取消」とは、既登録申請の色・柄を取り消す場合を言う。

様式1、4を提出する。

なお、該当する既審査結果通知書（審査済印押印のもの）のコピーを添付する。
6．申請図書作成要領（申込書、覚書、申請書、一覧表）
（１）新規申請の場合は、データ登録申請書（様式１）、申請商品一覧表（様式３）、試験成績一覧表（様式５）、性能試験成績書（様式６）、覚書（様式７）を作成する。
　　　※非会員については、会社概要または案内を作成する。

　　　※申請商品の種類区分が異なるものを新規追加申請する場合は、覚書（様式７）を作成する。
（２）社名変更の場合は、データ登録申請書（様式１）、変更登録申請一覧表（様式４）、覚書（様式８）、社名変更証明書を作成する。
（３）社名取消（申請商品全部の取消）の場合は、データ取消申請書（様式２）を作成する。
（４）上記以外の追加申請、変更申請、取消申請の場合は、データ登録申請書（様式１）及び必要に応じ申請商品一覧表を作成する。
6.1．データ登録申請書
（１）新規申請もしくは、既申請企業で追加申請、変更申請、又は取消申請の商品名の取消し（販売終了）を行う場合は、「データ登録申請書」（様式１）の所定の箇所に記入して提出する。
【記入例－１】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式１
	「ＷｉｎｄＥｙｅソフト」データ登録申請書
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　御中
窓の熱性能データの（新規・追加・変更・取消）申請を行ないたいので、別紙書類を添えて申請いたします。
【申請者】
住 　 所 　：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
会 社 名 　: ○ ○ ○ 株 式 会 社　　印
役職　氏名 ： ○ ○　 ○ ○ 太 郎　　印
【連絡窓口担当者】
所 属 部 署 ： ○○部○○課
役職   氏名 ： □ □   □ □ 二 郎
連絡先住所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・
電 話 番 号 ：○○－○○○○－○○○○
Ｆ Ａ Ｘ ：◎◎－◎◎◎◎－◎◎◎◎
Ｅ－mail ：abc@def.gh.com

【顧客問合せ窓口】
住　　所：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町
電話番号：○○－○○○○－○○
ＵＲＬ　：ｈｔｔｐ/ｗｗｗ.○○○○○○○




　　　　※今回申請する(  )部分の、新規、追加、変更、取消、から該当するものを○で囲む。
※顧客からの問合せ窓口となる住所、電話番号、ホームページアドレス又はＥメールアドレスを下段に記入する。
　　　　※申請者は申請会社の部門責任者または、社長とする。
（２）既申請企業で目録登録申請商品の全てを取消す（社名取消）場合は、「データ取消申請書」
(様式２)の所定箇所に記入して提出する。
【記入例－２】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式２
	「ＷｉｎｄＥｙｅソフト」データ登録取消申請書
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　御中
窓の熱性能データの登録商品全ての取消しを申請いたします。
【申請者】
住 　 所 　：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
会 社 名 　: ○ ○ ○ 株 式 会 社　印
役職　氏名 ： ○ ○　 ○ ○ 太 郎　　印
【連絡窓口担当者】
所 属 部 署 ： ○○部○○課
役職　氏名 ：□ □　 □ □ 二 郎
連絡先住所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・
電 話 番 号 ：○○－○○○○－○○○○
Ｆ Ａ Ｘ ：◎◎－◎◎◎◎－◎◎◎◎
Ｅ－mail ：abc@def.gh.com


　　　　※申請者は申請会社の部門役員者または、社長とする。
6.2.登録申請商品一覧表

（１）新規申請企業及び既申請企業は、今回申請する商品について、申請商品一覧表「様式３」を作成する。【記入例－３】
（２）新規又は追加する商品名について、必要な項目を記入する。但し、該当のない項目欄には「×」を記入する。

（３）合否欄は空欄で提出する。（審査結果として使用する欄）
【記入例－３】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式３
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（４）変更又は取消するデータ内容について、必要な項目を記入する。但し、該当のない項目欄には「×」を記入する。

【記入例－４】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式４　[image: image2.png]P # A B
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6.3.試験成績一覧表及び性能試験データ
（１）試験成績一覧表
１）申請企業は種類毎に規定されたブラインドの光学性能データ（性能試験報告書）について「様式５」の試験成績一覧表を作成する。【記入例－５】
２）JIS R 3106 規格を適用して測定した、全ての性能試験報告書の番号等を記入すること。
３）合否欄は空欄で提出する。（審査結果として使用する欄）
【記入例－５】　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式５
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（２）性能試験成績書
１）各種類の試験成績一覧表を表紙として、一覧表のリスト順に試験成績書を添付する。
２）試験成績書は社内試験のデータでも可とする。
３）添付する試験成績書の書式は、申請者側の書式(社内書式、依頼先試験所書式等)による性能試験成績書の適用を可とする。
４）データの種類

・遮蔽部材の日射反射率、日射吸収率、日射透過率（生地等で透過する素材の場合のみ）
【記入例－６】　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　ブラインド様式６-(1）
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　　※社内データによる成績書(資料)は、申請会社の品質責任者が承認したものとする。
　　※外部試験機関に測定委託し発行された「○○試験結果書」に上記内容が網羅されていない場合は、本書に記載不足分を記入し、サンプルを添付したものを資料として添付する。
　　※JIS R 3106:1998に規定される波長の日射反射率および日射透過率を申請書ではグラフで、電子データでは数値で示す。又電子データでは少数2桁まで記入のこと。
【記入例－７】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ブラインド様式6-（2）
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	※電子データはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ/Ｅｘｃｅｌで作成し試験番号を付けて保存すること。

	※電子データの提出はフロッピーディスク、ＣＤなどの適当な電子媒体によること。


7. 種類別申請図書の作成要領
（１）登録申請商品一覧表、変更申請一覧表、試験成績一覧表、性能試験成績書を種類毎に作成する。
（２）種類別申請図書の綴り順は上記の記載順とする。
7.1. 登録申請商品一覧表
（１）新規申請企業及び既申請企業は、今回申請する内容を「様式３、４」の本一覧表を申請区分毎に作成し提出する。【記入例－３～記入例－４】
（２）社名変更した場合は、過去に申請した図書を最新情報に整理し、最新情報のみを「様式８」および「様式４」で内容変更を記入作成し提出する。【記入例―８】数社が合併し社名変更した場合においても、上記同様に作成する。
（３）申請区分毎に、商品名、対象となる申請内容、仕様・定格等を書式に従い記入する。
（４）申請内容欄には、申請内容が的確に把握できるように記入する、以下に例を示す。
１）新規申請の場合は、「申請商品一覧表」の新規を○印し記入する。
２）商品等の追加の場合は、「申請商品一覧表」の追加を○印し記入する。
３）商品等の変更の場合は、「変更登録申請一覧表」の変更を○印し記入する。
４）商品等の取消の場合は、「変更登録申請一覧表」の変更を○印し記入する。
8.抜取り試験による性能是正

　　本委員会は、ＷｉｎｄＥｙｅを適正に運営維持するために、登録会社に対し登録済み商品の無償提供を要請し、独自で性能試験を実施する。実施日は不定期とし性能値に著しい品質の齟齬が確認できた場合は、登録会社に対し通知のうえ委員会にて説明を要請する場合がある。
9. 覚　書
（１）新規申請企業は、「様式７」の所定の箇所に記入して提出する。
【記入例－７】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式７
	覚　　書
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　御中
「ＷｉｎｄＥｙｅ」へ仕様の登録を申請します。
　登録申請した商品が公表された後は、申請書類に示された品質・性能に基づき製造・販売します。
住  所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
　　　　　　　　　 　会社名 : ○ ○ ○ 株 式 会 社　　　　印
　　　　　　　　　　役職　氏名 ： ○　○　　○ ○ 太 郎　　印

	種類・タイプ・商品名
	別添記載のとおり。

	連絡窓口担当者
	所 属 部 署 ： ○○部○○課
役職、氏名 ： □ □ 二 郎
連絡先住所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・
電 話 番 号 ：○○－○○○○－○○○○
Ｆ Ａ Ｘ ：◎◎－◎◎◎◎－◎◎◎◎
Ｅ－mail ：abc@def.gh.com

	備　考
	


　　　※申請者は申請会社の部門責任者または、社長とする。

　　　※本申請は、初回登録のみの提出とする。
（２）社名変更企業は、「様式８」の所定の箇所に記入して提出する。
【記入例－８】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式８
	覚　　書
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　殿
「ＷｉｎｄＥｙｅ」へ登録された、会社名の変更登録を申請します。
　登録申請した新社名が公表された後は、申請書類に示された品質・性能に基づき
製造・販売します。

　住  所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
　　　　　　　　　 　会社名 : ○ ○ ○ 株 式 会 社　　　　印
　　　　　　　　　　役職　氏名 ： ○　○　　○ ○ 太 郎　　印


	内　容
	□□□株式会社は平成○○年○○月○○日に、
新会社名を○○○株式会社 としました。

	種類・タイプ・商品名
	別添記載のとおり。

	連絡窓口担当者
	所 属 部 署 ： ○○部○○課
役職　氏名 ：□ □　 □ □ 二 郎
連絡先住所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・
電 話 番 号 ：○○－○○○○－○○○○
Ｆ Ａ Ｘ ：◎◎－◎◎◎◎－◎◎◎◎
Ｅ－mail ：abc@def.gh.com

	備　考
	


　　※申請者は申請会社の部門役員者または、社長とする。
10. その他の申請書類
（１）新規申請の場合
１）非会員の新規申請企業は、製造者の概要（所在地、経歴等）を記した書類又は会社案内等を添付する。
２）会員、非会員にかかわらず申請者､製造者が異なる場合は､申請者の販売代理権が確認できる書類を添付する。尚、様式は申請者の判断によるものとし、特に定めない。
　※1)、2)の提示は、初回登録時のみとする。　
（２）社名の変更申請の場合
社名変更を証明する書類を添付すること（登記簿謄本「写し」など）。
11. 届出を要する事項
申請者住所、代表者、連絡窓口担当者、顧客窓口（URL）変更の場合は、「様式9」に該当箇所を記入のうえ、都度事務局へ届け出を行うこと。
【記入例－９】届出書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブラインド様式９
	申請登録に関する変更届
平成○○年○○月○○日
社団法人リビングアメニティ協会　殿
「ＷｉｎｄＥｙｅ」へ申請登録済み図書に、以下の変更がありましたので届出いたします。

住  所 ：〒□□□－□□□ ○○県□□市○○町・・・
　　　　　　　　　 　会社名 : ○ ○ ○ 株 式 会 社　　　　印
　　　　　　　　　　役職　氏名 ： ○　○　　○ ○ 太 郎　　印


	項　目
	変更前
	変更後

	住所
	〒□□□－□□□
 ○○県□□市○○町1-1
	〒□□□－□□□
 ○○県□□市○○町2-2

	連絡窓口
担当者
	○○部○○課
□ □ 二 郎
電話：00－000－0000
FAX ：00－000－0000
E-mail：abc@def.gh.com
	○○部○○課
□ □ 一 郎
電話：00－000－0000
FAX ：00－000－0000
E-mail：abc@def.gh.com

	備　考
	


　　　※申請者は申請会社の部門責任者または、社長とする。
12.申請図書提出要領
（１）申請図書は正副の各１部作成しファイル綴じで提出する。
（２）提出する申請図書は全てＡ４判とする。
（３）ファイルの種類
・Ａ４－Ｓ（タテ）コクヨ フラットファイルと同程度とする、ファイルの色は特別指示のない場合はピンク色とする。
（４）ファイルの表紙と背に「ブラインド性能に関する登録申請図書」、申請年月日、申請者名を記載する、申請年月日は申請募集締切日を記入する。
（５）申請図書のファイリング方法
１）３頁の表－２「登録申請図書一覧表」の申請書、覚書、登録申請商品一覧表の順にとじ、つづいて、試験成績一覧表、試験成績書の順とする、種類別作成図書の後に、その他の書類をファイリングする。
２）申請区分毎（新規、追加、変更、取消）に仕切りを入れファイリングする。
３）種類別作成書類のリスト順にファイリングする。
４）種類別作成書類は種類毎に仕切りを入れインデックスをつける。
（６）枝分冊する場合
・綴じ納まらない場合は枝分冊とし、「 －算用数字」で表現する。
＜例＞ 登録申請図書－１、登録申請図書－２

■表紙（ファイル）の表示
表紙及び背表紙（ファイル）には以下の様式で表示を記載する。
	　　　　　　　　　　　＊表紙（上）　　　　　　　　　　　　　　　＊背表紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ファイルの場合）




· 表紙（下）





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　





注１：ファイルはＡ４判（縦）
注２：提出申請書類は全て図面はＡ４サイズとする。
注３：申請区分毎（新規、追加、変更、取消）に仕切りを入れ、更に種類毎に仕切りを入れインデックスを付ける。
13.申請に要する費用
（１）初期登録費用

（社）ＡＬＩＡ会員会社　　　　： 30,000円（税込： 31,500円）
非会員（会社）　  ：100,000円（税込：105,000円）
（２）審査登録費用

１）１点単位の場合（新規、追加、変更、削除とも一律）
（社）ＡＬＩＡ会員会社　　　　： 15,000円／点（税込： 15,750円／点）
非会員（会社）　  ： 30,000円／点（税込： 31,500円／点）


２）定額制の場合
ALIA会員会社
：200,000円／年（税込：210,000円／年）
上記定額料金をお支払いいただくことで，申請件数が無制限となります。ただし，一旦定額制を選択した後には，一点単位の申請に変更することはできません。申請製品数が少ない年度にも定額制の審査登録費用をお支払いいただきます。また，ALIA非会員会社は定額制を選択できません。
（３）上記費用の支払については、申請図書の審査終了後、当協会より請求とする。
（４）上記費用振込先
りそな銀行 　　　　赤坂支店 （普）口座番号　４６１１０１
口座名 社団法人 リビングアメニティ協会
14.問合せ先
申請方法及び技術的な問い合わせは，電子メールで下記までご連絡ください。
連絡先：社団法人 リビングアメニティ協会　事務局
URL：http://www.alianet.org/　ご意見　宛
以　上







申請者





ALIA





申請書受領





審査委員会





｢熱性能｣
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判定





Webサイト





｢WindEye｣


データ登録





・申請図書





・審査結果の通知申請図書





・審査費用請求


・事前試験費用請求





・登録可否の判定依頼





・公表





・可否の通知





審査結果通知後


1ヶ月以内





（１）申請区分の「新規申請」は、初めて熱性能の窓構成部品の申請を行う場合を言う。


（２）申請区分の「追加申請」とは、既登録申請された後に追加する場合を言う。


（３）申請区分の「変更申請」とは、既登録申請されている商品などに対し変更・訂正を行う場合を言う。


（４）申請区分の「取消申請」とは、既登録申請されている商品などに対し販売終了又は取消す場合を言う。
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ブラインド(横型)





表紙（上）





表紙（下）





背表紙





2010.07.16　改訂


（社）リビングアメニティ協会





ブラインド(ロール)





費用詳細（1点）※ＡＬＩＡ会員会社の場合


≪新規①・追加②④申請の場合≫


付属物の場合は、商品種類が異なっていても共通の色を用いる点から、申請頂く色数が費用点数となる。


費用＝色数(スラット・生地)×単価(15,000)


≪追加③申請の場合≫


　既に色・柄は登録されており、商品名や一覧表に記載する列項目の追加等が、申請内容の場合は追加商品が費用点数となる。


費用＝追加商品数(該当複数行)×単価(15,000)


≪変更⑤～⑨申請の場合≫


既にデータとして登録されており、社名又は商品項目の変更による申請区分が費用点数となる。


費用＝申請区分(各変更)×単価(15,000)


≪取消⑩～⑭申請の場合≫


　申請書により販売終了、又はデータ削除の意思表示と承諾確認を明確にする。


費用＝取消(販売終了又はデータ削除)×単価(0)＝無償
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